
佐倉市入札制度検討委員会設置要綱  

（目的） 

第１条 この要綱は、佐倉市の入札・契約制度を検討するための組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（組織） 

第２条 前条の目的を達成するため、佐倉市入札制度検討委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。  

２ 委員会の下に部会を置く。  

（委員会） 

第３条 委員長は、副市長を、副委員長は財政部長をもって充てる。  

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

３ 委員長に事故があるときは、副委員長の職にある者が、その職務

を代理する。 

４ 委員長及び副委員長に事故があるときは、委員のうちから互選さ

れた者が、その職務を代理する。  

５ 委員は、企画政策部長、総務部長、市民部長、福祉部長、こども

支援部長、健康推進部長、経済環境部長、魅力推進部長、土木部長、

都市部長、危機管理部長、資産経営部長、教育部長及び上下水道部

長の職にある者をもって充てる。  

６ 前項の委員に事故があるときは、当該委員の指定した者が、その

職務を代理する。 

（委員会の任務） 

第４条 委員会は、入札・契約制度の総合調整を行うとともに、計画

案等を市長に報告するものとする。ただし、第２条第２項に規定す

る部会を開催したときは、当該部会の報告を受けて、入札制度の総

合調整及び計画案等を決定し、市長に報告する。  

（招集） 

第５条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。  

２ 招集は開催日前７日までに委員に通知する。ただし、やむを得な

い場合は、この限りでない。  

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員（第３条第６項の規定により委員の職

務を代理する者を含む。以下第３項において同じ。）の過半数以上の

出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。  

３ 委員会の議事は、出席委員の３分の２以上の多数により決するも

のとする。 

（部会） 



第７条 部会は部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。  

２ 部会員は、主査以上の職員の中から委員会が選定し、委員長が命

ずるものとする。 

３ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。  

４ 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副部会長がその職

務を代理する。 

５ 部会の会議の議長は、部会長をもって充てる。  

６ 部会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数の時は、部

会の議長の決するところによる。  

（部会の任務） 

第８条 部会は、委員会の命を受け入札・契約制度等に関して、調査、

検討を行い制度の立案を行うものとする。  

（庶務） 

第９条 委員会及び部会の庶務は、契約担当課において処理する。  

（秘密の保持） 

第１０条 会議の内容については、部外者に漏れないように秘密を保

持するとともに、その取扱いに十分注意しなければならない。  

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要

な事項は別に定める。  

附 則 

１ この要綱は平成８年８月１日から施行する。  

２ 佐倉市建設工事等入札制度検討委員会要項は廃止する。  

附 則 

この要綱は平成９年５月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は平成１０年５月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は平成１２年５月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１３年７月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は平成１４年４月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１５年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は平成１５年７月１日から施行する。  

附 則 



この要綱は平成１９年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。  

附 則（令和２年３月３１日決裁佐契第１０３９号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年３月３０日決裁佐契第１１７６号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則（令和６年２月５日決裁佐契第１１０６号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 


